
32
広報みはるが好き広報みはるが好き
令和 7年 11 ⽉号令和 7年 11 ⽉号

庭の草刈り、草むしりをして欲しい

空き家をきれいに管理して欲しい

植木を切ってほしい

物置のお片付けを一緒にして欲しい

お買い物をして来て欲しい

【最近多いご依頼】 ご相談・お見積り無料
お墓参り代行やお墓のお掃除などの
相談も受け付けております
まずはお気軽にご相談ください
受付時間  8時３０分～１７時　
休 業 日  日曜・祝祭日・年末年始他
〒963-7731 三春町下舞木字虫内3-10-102

☎024-953-5426

ちょっとしたお片付け大歓迎！！

くわしくはHP

なごみファミリークリニック
医療法人 西山会

※休診：水曜の午後・金曜の午前・日曜・祝祭日
〒963-7704 三春町大字熊耳字上荒井199-1（田村警察署となり） 0247-62-2473

内 科 消化器内科 訪問診療

各種健康診断 CPAP治療 ～睡眠時無呼吸症候群などの
睡眠時の心配事ご相談下さい～

院内処方
小児予防接種
各種予防接種
（BCG以外）

受付時間
8：30～12：00

15：00～18：00
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八雲団地　1号棟
(中耐4階建・S53年)

3DK

※駐車場使用料は2,000円/月

１戸
1階

116号室

団地名 所在地

間取り 募集戸数駐車場

家賃
11,600～17,400円

字小浜海道100

　三春町役場向かいの南町高齢者住宅のところには、かつて
「田村郡役所」という機関がありました。郡役所は「郡区町村編
制法」という法律に基づき、明治12年に設置され、旧田村郡一
円を大正12年まで管轄していました。今では想像もつきませ
んが、かつて郡役所は県の下に存在し、各市町村の指導監督
にあたっていました。郡役所の要請のもと、連合町村会が作ら
れ、道路の改修や開削はそこで協議されました。工事において
は郡役所が一切の事務をとりしきり、施行監督も郡役所が行
います。また、地方産業の振興・奨励、教育政策の推進、衆議
院・県会議員選挙なども郡役所の重要な仕事であったため、郡
長の権限は非常に強く、「郡長様」は県からやってくる権力者
で、一般の人々からは畏敬の念をもって見られていたようです。
　明治22年の町村合併の場合には、町村や一般の人々の意
向はさておき、市町村制発足にともなう新たな行政区画の編
成ということもあり、秘密裏に合併調査が進められました。「三
百戸ないし五百戸相当」ぐらいの村々を編成するため、多少は

強引でもかまわないという考え方のもと、その推進主体と
なったのが郡役所でした。
　村や町は、長い年月をかけ、共同体として成り立ってきた
ものです。いったんそれをばらばらに解きほぐし、新しい自治
体として成立させるというのは、内部の事情を知るものには
難しいことだったでしょう。三春にも、田村郡にもルーツを持
たない郡長がその任にあたったことにより、成し遂げられた
作業だったと言えるかもしれません。

田村郡役所
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